
 

山元町からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症対策関連情報 
 

みやぎ医療ひっ迫危機宣言 
宣言期間：令和４年１１月３０日～令和５年１月１６日 

現在の保健医療への負荷状況や、今後も感染拡大が継続した場合

の社会経済活動への影響等を踏まえ、県独自の「みやぎ医療ひっ迫危

機宣言」が出されています。 

町民の皆様には、引き続き基本的な感染対策の徹底にご協力いた

だきますようお願いいたします。 

医療体制 

機能維持 

・検査キットによる自己検査の実施（発生届対象外） 

・救急外来・救急車の適切な利用 

感染拡大 

防止措置 

・基本的感染対策の再徹底 

（特に帰省・旅行、会食を含む季節行事等での徹底） 

・ワクチンの早期接種 

・帰省等の行動の「節目」において検査を受けること 

・体調がすぐれない場合の外出等自粛 

・習い事、友人との集まり等での対策 

業務継続 

体制確保 

・多数の欠勤者を前提とした勤務体制の確保 

・「濃厚接触者ではない接触者」の適切な対応 

（出勤停止を要請しない） 

・一時的に業務が実施できない場合の備え 
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